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本牧一丁目東町会 

令和 5 年総会次第 
   

 

      

       議案審議          

       

      第 1 号議案 令和 4 年度活動報告 

      第 2 号議案 令和 4 年度収支決算報告 

      第 3 号議案 令和 4 年度決算監査 

     第 4 号議案 会長選任の件 

     第 5 号議案 令和 5 年度活動計画 

      第 6 号議案 令和 5 年度予算計画 

 

 

      添付資料 

           （1） 令和 5 年度主要会議・行事日程表 

           （2） 本牧 1 丁目東町会規約 

      （3） 令和 5 年度役員名簿 

      （4） 令和 5 年度各部部員名簿 

      （5） 令和 5 年度組長名簿 

      （6） 組割りエリア図 

           （7） 防災マップ 

（8） 加入・退会・訃報届け出用紙 

 

 

      

             

             資料請求先(要望のあった方に印刷資料を送付します)  

   総務部長 岩田弘子 中区本牧町 1-138 080-3022-3468 

                  (ヘアーサロンイワタ  月、火を除く）                                
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    第 1 号議案 令和 4 年度活動報告 

令和 4 年度のトピックス 

    1.  令和 4 年度も新型コロナの感染懸念は終息せず、前年に引き続き町会行事は殆どが中止のやむ 

        なきに至りました。 

    2. この様な中で令和 4 年 5 月 7 日の総会も書面による表決を採用し、町会員の皆様全員の賛同を 

    得てすべての議案が承認されました。 

 

総務部活動報告   部長 岩田 弘子     

1 年次総会の承認  令和 4 年 5 月 7 日の総会は書面による評決としましたが混乱もなく無事に終

了。 町会活動実績、計画、決算，収支予算案などすべての議案について全員の承認をいただきま

した。 

2 役員会の開催  町会運営に関する最高決議機関として毎月第１土曜日の 19；00～20：45 まで役

員が出席し討議・情報伝達・決議等を行います。令和 4 年度は 7月 3 日の中止以外は予定してい

た残り 9 回のすべてについて開催いたしました。                     

3 組長会について  町会活動の基本単位であり 37 組から構成されます。令和 4 年度の組長会は、

4 月 23 日に新組長の紹介と町会費徴収、日本赤十字社および神奈川県共同募金会の募金活動につ

いて説明し、資料を配布してスムーズに実施出来ました。祭礼準備・運動会準備・餅つき大会準

備のための組長会はイベントそのものが中止になったために開催は出来ませんでした。なお、組

長さんへ感謝状とイオン商品券を配付致しました。 

4 町会員の管理 会員状況（令和 5 年 4 月 1 日現在） 組数 37 組 会員世帯数 647 

5 訃報の連絡 令和 4年度に亡くなられた方 10名  訃報の届のあった方には総務部より金 5,000

円の弔慰金をお届けし、掲示板と回覧版で告知いたしました。 

 

広報部活動報告   部長 深澤とき子     

1 町会所有掲示板（６ヶ所）への掲示        

          (1)警察署、消防署、保健所、学校、その他、国、県、市、地方公共団体  

              その他の団体の広報の掲示       

          (2)町会、連合町内会行事の案内、町会員の訃報掲示 掲示総数 36/年  

2   組長への依頼（回覧および配布）   

          (1)行政からの広報紙（月 1 回）を全町会会員へ配布（700 部） 

          (2)行政からの掲示物の掲示 

          (3)総会、組長会の開催の案内、町会、連合町内会行事の案内・各組への資料配布、 

回覧物の回覧依頼 回覧数 30/年   

 

交通部活動報告   部長 池田良三     

  1. 毎月(土日を除く)1 日、15 日          学童通学路 交通安全見守り     （7 名） 

  2  新入学期の交通安全期間 4/7～4/15   新入学児童交通事故から守る運動   （7 名） 

   3  春の全国交通安全運動   4/7～4/15 

  4  秋の全国交通安全運動   9/21～9/30 学童通学路 交通安全指導立会い  （7 名） 
 

厚生部活動報告   部長 伊藤功   

  1 敬老の日祝い品贈呈          （9/18）    139 世帯に銘茶を贈呈。 

  2 成人の日祝い記念品贈呈      （1/8）      6 名に贈呈 

  3 入学祝い贈呈               （3/20）    小学生 4 名 中学生 7 名 合計 11 名 

  4 スプリングフェスタ     （3/5）     参加 116 名 
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防災防犯部活動報告   部長 林清貴 

1 防犯パトロールと会議 （4/21）       9 名参加 

2 防犯パトロールと会議 （5/19）      9 名参加 

3 防犯パトロールと会議 （7/21）       8 名参加 

4 防犯パトロールと会議 （9/15）       8 名参加 

5 防犯パトロールと会議 （10/20）      8 名参加 

6  防犯パトロールと会議 （11/17）      8 名参加 

7 防犯パトロールと会議 （1/19）       7 名参加 

8 防犯パトロールと会議 （2/16）       7 名参加 

9 防犯パトロールと会議 （3/16）       4 名参加 

10 スタンドパイプ式消火設備を使用した初期消火訓練 小川薬局前道路にて北方消防出張所及び消防 

  団の協力を得て実施（6/19） 18 名が参加     

11 歳末警戒（12/26～27）2 班に分けて火の用心を呼びかけた。 2 日で延べ 28 名の参加 

12 スプリングフェスタのイベントで防災防犯部員 4名が消火器取扱いの実地指導を行う（3/5） 

13 町内設置消火器の点検と交換実施（3/12）5 名参加 

14 消火器を格納している消火器ボックスの修理（3/16）2 名参加   

15 防犯カメラの設置  大鳥小学校学童通学路（旧本牧神社前側）を見通す防犯カメラをヘアーサロン 

  イワタに設置した。変則十字路でもあり事故の起こりやすい場所が監視できるようになった。        

     

青少年部活動報告                部長  山形美子 

1  早朝ラジオ体操             コロナにより中止 

2  校外委員との交流会 （引継ぎ）  コロナにより中止 

3  第 4 地区南部ふれあいウォーク (6 月) 役員 2 名が運営に協力 

4 第 4 地区南部連合町内会主催のペタンク大会（3/12）に当町内より 2 チームが参加 B チームが 

  優勝した。 

 

環境部活動報告   部長 中嶋 雅人 

1 資源物集団回収     毎月第１、第３水曜日  

       資源物回収金額 145,649 円/年                  

2 早朝啓発活動         コロナにより中止 

3  ごみ集積所の整備   破損した折畳ごみステーション 1 基を交換。ごみネットを折り畳み式ごみス 

            テーションに交換、ごみ集積所は 42 か所 

4 クリーン大作戦の実施（3/30）30 名の参加で本牧通りの雑草をとりのぞき、街路樹の周りを清掃した。 

 

婦人部活動報告         部長 中村美佐江   

1 フラワーアレンジメント講習   コロナのため中止 

2  クリスマス会とゲ―ム（12/8）  クリスマスのリース作り講習会を実施 24 名が参加した。また 

            子供の為のクリスマスのゲーム大会を行い 50 名が参加、賑やかな一日を過ご 

            した。       

 

祭礼委員会活動報告         委員長  平賀悠之 

1 全町祭礼委員長会議 数回にわたり会合をもったが、結論として昨年同様新型コロナ感染防止対策を 

            優先させて、各町総代と祭礼委員数名に限ってのお馬流しとする方針となり、 

            神輿渡御もパレードも行わないことになった。 

            これを受けて町内祭礼委員長会議として当町内での祭礼についてもかげ祭りの 

           年でもあり祭礼提灯の飾りつけ以外は行わないことに決定した。              

2 町内祭礼提灯取付および撤去 本牧神社の祭礼（8/6～7）の前後に役員、組長有志 25 名の参加で祭礼 

           提灯 100 個の取り付けと撤去を行った。 
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3 お馬迎え        8/6 平賀             本牧神社 

4 お馬送り        8/7 平賀               本牧神社 

5 神社餅つき清掃奉仕(12 月) 祭礼委員 3 名が参加             本牧神社 

6 神社お焚き上げ奉仕（1 月） 祭礼委員 2 名が参加       本牧神社 

 

ホームページ委員会           委員長 庄司 喬 

1 厚生部の敬老申請、新入学生申請、新成人申請についてはすべてホームページ経由での申請が行われ 

  紙による申請は皆無となり、完全に定着したものと思う。 

  今後はイベントの申し込みなどはホームページ経由になっていくものと期待している。 

2 行政からの重要な情報や町内の情報などについて、ホームページでの広報が全く活用できなかったの 

  は大いに反省を要する。    
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　　　　　　　第2号議案　令和４年度収支決算書 　  646世帯

（収入の部） （単位 円）

項目 予算額 実績 実績―予算

町会費 2,100,000 2,126,843 26,843 8/9 西様 転出時返金2100円含

神奈川県共同募金会・日赤 160,000 172,700 12,700

地域活動助成金 452,200       452,200     0

広報配布謝金 142,120       154,000     11,880

防災組織活動補助金 103,360       103,360     0

防犯活動支援補助金 22,000 -22,000 

防犯カメラ設置補助金 150,000 160,000 10,000

資源物売却代金 140,000 145,649 5,649

雑収入 10,000 12,038 2,038 連町より会長活動費12000､利息38円

連町負担金の戻入れ 0 74,820 74,820 活動中止による負担金戻入れ:防犯活動26140､運動会48680

小　　　計 3,279,680 3,401,610 121,930
活動中止に伴う区補助金返還 0 -114,418 -114,418 防災活動補助59794、地域活動推進54624 R3年度分

3,287,192

積立準備金(災害準備等） 1,503,264 4,003,292 2,500,028 11/16 定期預金に250万円積み増し

前年度繰越金 4,365,138    1,865,138 -2,500,000 250万円を定期預金へ

合計 9,148,082    9,155,622 7,540
（支出の部）

各部予算 予算額 実績 実績―予算

総務部 200,000       272,938     72,938 R4年度分組長ﾍﾙﾒｯﾄの支払92,500円含む

広報部 111,000       109,065     -1,935 

会計部 10,000         4,677         -5,323 

交通部 20,000         1,234         -18,766 

防犯防災部 280,000       198,919     -81,081 

環境部 250,000       11,312       -238,688 

青少年部 80,000         850             -79,150 

厚生部 600,000       383,700     -216,300 

婦人部 330,000       91,639 -238,361 

祭礼委員会 150,000       50,968       -99,032 

HP委員会 20,000         15,560       -4,440 

小　　　計 2,051,000    1,140,862  -910,138 
【本部予算】

あづま会補助 70,000         70,000 0
神奈川県共同募金会・日赤 160,000       172,700 12,700

連合町内会分担金 100,000       135,660 35,660 32300+6460+19380+25840+51680

各種会費 113,000       94,330 -18,670 社協21490+安全安心5978+日赤66862

研修費 25,000         19,000 -6,000 2人分

 町会倉庫維持費 360,000       360,000 0 豊崎様5/12，11/14

交際費 20,000         30,000 10,000 連合町内会新年会2名

会議費 20,000         29,890 9,890 会議補助19890+会場費10000

設備投資 180,000       187,220 7,220 防犯カメラ増設（岩田宅前）振込手数料

雑費 20,000         11,674 -8,326 文房具等

小　　　計 1,068,000    1,110,474  42,474

各部・本部支出合計 3,119,000    2,251,336  -867,664 

翌年度繰越額 2,900,994 2,900,994 次年度へ繰越し

積立準備金 4,003,292 定期預金3/31残高　　　　　     4,003,292

会   　長　 庄司   　喬

  　副  会 長 　福島　直子

会計部長　深田　純子

                                第3号議案　令和4年度決算監査報告

令和4年度決算報告について令和5年4月 日に監査致しました。

詳細説明を受け、伝票、帳票、銀行通帳などを点検した結果、　

いずれも正確に処理されており、令和3年度収支決算は適正と認めます。   　　令和5年4月 　 日

　　　　会計監査　中村　仁之

　　　　　　　   　岩田  光正

備　考

備　考
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               第 4 号議案 会長選任の件 

 
1 平成 25 年度より概ね 10 年にわたり、町会長を務めてきた庄司喬会長より交代の申し出 

 がありました。 

2 新しい会長候補につき選考を続けてきましたが、令和 5 年 3 月 4 日の定例役員会にて 

 細野仁（ﾎｿﾉ ﾏｻｼ）氏の会長就任が議決されました。 

3 つきましては町会規約第 6 条の規定に基づき本総会にて承認の可否を決します。 

4本総会は新型コロナ感染防止のため書面による表決と致します。 

5 結果は令和 5 年 5 月 20日以降に掲示板および町会ホームページにてご報告申し上げます。 

 

 

第 5 号議案 令和 5 年度活動計画 
 

令和 5 年度の重点方針について 
1 各部の活性化と若手人材の登用 

2 4年ぶりの祭礼の実施（本祭り） 

3 防火活動（防火訓練の実施 パトロール強化 防火講習会） 

4 防火設備整備（消火器、消火設備） 

5 防犯カメラ整備、防犯への取り組み実施 

6 ごみ処理対策、ゴミ集積所管理体制整備、分別マナーの徹底 

7 資源物回収の促進 

8 町内美化の取り組み強化 

総務部活動計画          部長 岩田弘子 

1 年次総会 書面による評決（令和 5 年 5 月 13 日） 

2 新入町会員の加入促進 (令和 5 年度期初 647 名) 

3 町会への各種申請書（HP 活用）、連絡の電子化（LINE や携帯メールの活用） 

4 各種名簿管理の強化。（即時更新、ダブルチェック、セキュリティー維持） 

5 町会規約の検討 

 

広報部活動計画       部長 深澤とき子    

1 所有掲示板（６ヶ所）へのタイムリーな掲示と期限経過掲示物の迅速な撤去 

2 掲示物の重要度による掲示方法の改善         

3 広報よこはま、県のたより等の行政からの配布物の全戸配布 

4 町会並びに連合町内会からの連絡を最重要に位置づけ迅速確実に回覧する   

5 回覧物に重みをつけ重要度の低い回覧物はまとめて回数を減らす     

6 各種行事の案内をマンション掲示板に張り出す様に徹底する  

 

交通部活動計画                 部長 池田 良三  

1 毎月 1 日、15 日 (土日を除く)通学路学童登校の見守り     交通部部員約 5 名  

2 新入学児童を交通事故から守る運動及び春の全国交通安全運動  5/11～5/19  

3 スクールゾーン対策協議会               6 月 

4 秋の全国交通安全運動                           9 月 

 

厚生部活動計画                 部長 伊藤 功 

1  9 月 17 日    敬老祝い品贈呈---対象約 140 世帯   

2 10 月      第四南部連合町内会大運動会 参加 120 名予定 

3 1 月 7 日    成人の日お祝い品贈呈   
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4  1 月 28 日   新春餅つき大会 150 名予定 

5 3 月中旬   入学祝い贈呈---小学生と中学生を対象 

6 3 月     スプリングフェスタ実施 参加見込 100 名 

 

防災防犯部活動計画          部長 林 清貴    

1  5 月～3 月頃        町内防災防犯講習会開催       

2 5 月～3 月頃    スタンドパイプ消火器具の訓練(春、秋) 

3 11 月 初旬     第 4 地区南部連合町内会 大鳥小地域防災訓練 

4 12 月 26 日～28 日  歳末警戒         

5 4 月～令和 6年 3 月  防犯パトロール、毎月第３木曜日町内全域 

6 4 月～令和 6年 3 月 町会の消火器点検、防災備品機器,医療品点検 

7 年度内          安否確認・避難誘導計画の作成         

       

環境部活動計画           部長 中嶋 雅人   

1 4 月～令和 6年 3 月 資源物回収-------毎月第１、第３水曜日 

 2 5 月        クリーンアップ作戦（町内美化） 

3 6 月～9 月     環境美化川柳大会（参加賞用意） 

4 7 月         川崎エコ暮らしみらい館 見学会 40 名予定 

5 9 月        タバコポイ捨て禁止ポスター掲示 

6 10 月        ハッピーハロウィン クリーンアップ作戦 40 名予定（参加賞用意） 

7 11 月        ゴミ収集ステーション（からすいけいけ）点検その 1 

8 12 月        クリスマスを気分良く迎えるためのクリーンアップ作戦（参加賞用意） 

9 令和 6 年 1 月    ごみ収集ステーション（カラスいけいけ）点検その 2 

10 2 月        ごみ処理場見学会 40 名予定 

11 3 月        クリーンアップ作戦 40 名予定（参加賞用意） 

 

婦人部活動計画    部長 中村 美佐江    

1 7 月        横浜クルーズ船 アフタヌーンティープラン 又は ランチバイキング 

                      個人負担若干あり 

2 11 月        秋のバス旅行 個人負担若干あり 約 40 名予定 

3 12 月 26 日～28 日   歳末警戒 防災防犯部と協業 

               *各部の活動支援 

4 12 月       クリスマス・リース作り 10～20 名 

  

青少年部活動計画            部長 田中 恵 

1 5 月中旬     校外委員新旧ひきつぎ会 

2 6 月        第 4 地区南部ふれあいウォークラリー    

3 7 月中旬     第 4 地区南部・北部合同パトロール研修会 

4 8 月中旬       早朝ラジオ体操 参加賞多数あり              

5 10 月       第 4 地区南部大運動会 大鳥小校庭 全町参加 

6 令和 6 年 3 月    第 4 地区南部連合町内会ペタンク大会 

 

祭礼委員会活動計画       委員長 平賀悠之   

1 7 月         お馬さま製作用萱養生ご奉仕               本牧神社 

2  7 月上旬     祭礼寄付金集め 組長会ならびに役員 

 3 7 月下旬     祭礼提灯取付作業 （役員、有志） 

4 7 月下旬      町内祭礼準備（神酒所開設、神輿準備、ミニ縁日 ）                

5 8 月 5 日     第 458 回お馬流し（お馬迎え、祭礼委員）           本牧神社 

6 8 月 6 日     同上 （お馬送り、祭礼委員）パレード参加   本牧神社・本牧漁港 

7 8 月 5～6 日    町内祭礼行事 （子供山車、陸方神輿連合渡御、） 
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8 10 月       本牧神社遷座 30 周年祭                  本牧神社 

9 12 月       本牧神社 もちつきご奉仕                本牧神社  

10  令和 6 年 1 月   本牧神社 年賀お焚き上げご奉仕                  本牧神社 

 

  

 
 参考： 

 本牧一丁目東町会の URL http://www.honmoku-east.com 

 会長宛メールアドレス  honmoku1east@yahoo.co.jp 

 

 お願い：皆さんの携帯メールでパソコンからのメールを受信拒否に設定されている方は上記の町

会メールアドレスを受信可に設定し直してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.honmoku-east.com/
mailto:honmoku1east@yahoo.co.jp
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（収入の部） 2023.4.19作成 　        (647世帯）

項目 予算額 予算の内訳 摘　要

町会費 2,100,000 町会員

神奈川県共同募金会・日本赤十字社 160,000 町会員

地域活動助成金 452,900              700円×647世帯 横浜市

広報配付謝金 142,340              17円×647×12＋4円×647×4＝142120 横浜市

防災組織活動補助金 103,520              160円×647世帯 横浜市

防犯カメラ設置補助金 210,000 カメラ１台増設 横浜市

資源物売却代金 140,000 資源物町内集団回収事業

祭礼寄付金 1,200,000 本祭り

雑収入 12,000 連合町会補助金

小　　　計 4,520,760

積立準備金（災害準備等） 4,003,292           2023.3.31定期預金残高

前年度繰越金 2,900,994           2023.3.31普通預金残高 R4年度より繰り越し

合　　　計 11,425,046

（支出の部）

項目 予算額 予算の内訳 摘    要

総務部 210,000              

 広報部 111,000              

会計部 10,000                

交通部 20,000                

防犯防災部 300,000              

環境部 300,000              

青少年部 80,000                

厚生部 700,000              餅つき､成人祝､入学祝､運動会等

婦人部 350,000              バス旅行等

HP委員会 40,000                

祭礼委員会 1,155,000           本祭り祭礼事業費

祭礼その他 45,000                神社持寄金

小　　　計 3,321,000           

【本部予算】

あづま会補助 70,000                
神奈川県共同募金会・日本赤十字社 160,000              

連合町内会分担金 140,000              運動会､盆踊､その他分担金

各種会費 113,000              民生児童、赤十字、社協、安全安心等会費

研修費 25,000                民生児童委員、保活委員研修

 町会倉庫維持費 360,000              町会倉庫土地賃借料

交際費 30,000                

会議費 40,000                会場使用料等

設備投資 250,000              防犯カメラ増設

雑費 20,000                

小　　　計 1,208,000           

各部・本部予算合計 4,529,000           

積立準備金 4,003,294           2024.3.31定期預金残高見込額

翌年度繰越額 2,892,752           令和6年度繰越見込額

合　　　計 11,425,046        

　　　　第　6　号議案        　　令和5年度予算計画　　　      　　　 （単位円）
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添付資料 

（１）令和 5 年度町会主要会議・行事日程表 

 

主要会議  
定例役員会 (毎月第 1 土曜日) 開始時刻 19：00～20：45 組長会同時開催の場合 18：30～19：30 

組  長  会（年間 4～5 回） 開始時刻 19：30～20：45  

年次 総会（年間 1 回）   開始時刻 19：30～20：45 

2023 年 4月 1 日 （土） 新組長会及び役員紹介（時間 19：00～） 

2023 年 5月 6 日 （土） 総会準備役員会 

2023 年 5月 13 日 （土） 総   会 書面による総会とする。 

2023 年 6月 3 日 （土） 定例役員会 

2023 年 7月 1 日 （土）  定例役員会・組長会（祭礼準備組長会） 

2023 年 9月 2 日 （土） 定例役員会 

2023 年 10月 7 日（土） 定例役員会・組長会予定（運動会準備組長会） 

2023 年 11月 4 日（土） 定例役員会 

2023 年 12月 2 日（土） 定例役員会（歳末警戒準備役員会） 

2024 年 1月 13 日（土） 定例役員会・組長会予定（餅つき準備組長会）  

2024 年 2月 3 日 （土） 定例役員会 

2024 年 3月 2 日 （土） 定例役員会 

主要行事 
    行事は新型コロナの感染状況により、中止になる場合があります。 

 2023 年 6 月初旬 （日）    第四地区南部ふれあいウオークラリー予定 

2023 年 8月 5 日～6 日    本牧神社お馬送り・迎え（町内祭礼挙行） 

2023 年 8 月下旬        早朝ラジオ体操予定 

2023 年 9月 17 日（日）   敬老の日記念品配布 

2023 年 11 月初旬       地域防災拠点防災訓練への参加（第 4 南部連合町内会）予定 

2023 年 10月 15 日（日）   第 4 地区南部連合町内会運動会予定 

2023 年 11 月中 旬      秋のバス旅行(婦人部)予定 

2023 年 12月 26 日～27 日   歳末警戒特別パトロール 

2024 年 1月 28 日（日）    新春餅つき大会予定 

 2024 年 3 月中旬        新入学生祝い品配布 
 

  （その他決まった周期で案施する項目) 
フラワーアレンジメント     年間 2 回（婦人部） 

防災、防犯パトロール     毎月第 3 木曜日 8 月、12 月を除く(防災・防犯部) 

リサイクル資源回収      第 1、第 3 水曜日(9時まで・雨天決行  環境部) 

交通安全週間         春・秋 2 回 (交通部) 

小学生登校時交通安全立会い  毎月 1 日、15 日 休校日を除く（交通部） 

 

 

2023.4.1 作成 
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（2）本牧一丁目東町会規約    

 

      （名称・事務所） 

     第１条 本会は、本牧一丁目東町会と称し、事務所を会長宅に置く。  

            

      （区域・会員） 

     第２条    本会の会員は、次の区域（本牧町１丁目２７番地～１５５番地）に居住する 

     世帯主ならびに同区域内の商店・事業所とする。 

    ただし、同上区域外にあっても長年にわたり本会の活動に従事し貢献のあった 

    者で役員会が承認した場合は本会の会員とする。             

      （目的） 

     第３条 本会は、下記の目的を実現するための活動を行う。 

                   ・安全で安心して暮らせる町 

                   ・快適で楽しい町 

                   ・住むことに誇りを持てる町 

      （組織） 

     第４条 本会は、第３条の目的を達成すべく、次の組織を置き、本規約の付則に  

              定める職務を担当する。なお、付則は役員会においてこれを定める。  

           (1) 会計部         (8)  青少年部 

        (2) 総務部          (9)  婦人部 

        (3) 広報部           (10) あづま会 

        (4) 防災防犯部         (11) 祭礼委員会 

        (5) 交通部          (12) ＨＰ委員会 

(6) 厚生部 

(7) 環境部 

 

   （役員構成・選任） 

     第５条    本会に次の役員を置く。 

                 会長    １名 

                 副会長   ２名 

               会計      １名 

                   理事    若干名 

                   会計監査  ２名 

     第６条    会長は、役員会の議決により選出し総会の承認を得る。  

     第７条  副会長、会計、理事、及び会計監査は会長の委嘱による。 

      （役員の任期） 

     第８条  役員の任期は２年とする。ただし再選を妨げない。  

     （役員の職務） 

     第９条 役員の職務は、次の通りとする。 

   （1）会長は、会務を統括し、会を代表する。 

            （2）副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する       

 (3) 重要案件は、会長、副会長、主要理事が審議し、役員会に諮る。 
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 (4) 理事は、各部長、委員長等を担当し、重要会務の審議や付則に 

                     定められた職務を遂行するほか、役員会の議決権を有する。  

 (5) 会計監査は、会計処理を監査する。 

         （副部長） 

     第１０条 各部には部長を補佐するために副部長を置くことができる。 

         (1)副部長は役員会の承認を得て部長が選任する。 

         (2)副部長は必要に応じ役員会に出席できる。 

         (3)部長（理事）不在の場合は代わって議決権を行使できる。  

          （顧問・相談役） 

      第１１条  本会に、顧問および相談役を置くことができる。  

             (1)顧問および相談役は、役員会の議決を得て、会長が委嘱する。  

                     (2)顧問および相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。  

          （組区分・組長・副組長） 

      第１２条  本会の区域を、組に区分し各組に組長を置く。必要に応じ副組長を置く 

ことができる。 

   第１３条 組長及び副組長は、組のなかの会員が互選し総務部長経由で会長へ報告する。   

              (1) 組長は、各部からの情報、依頼事項等を自組の会員に連絡し、 

                  各部の職務遂行に協力する。 

             (2)副組長は、組長を補佐し、組長に事故あるときは､その職務を代行する。  

              (3)組長の任期は、原則２年とする。ただし再選を妨げない。 

           （総会） 

      第１４条 総会は、定期総会および臨時総会とする。 

                   (1)定期総会は、会計年度終了後速やかに会長が召集する。 

                   (2)臨時総会は、３分の１以上の会員から要請があった場合、または  

        役員会においてその必要を認めたとき、会長が召集する。  

      第１５条   会長は、議長を務める。ただし、必要に応じ別に議長を選出することができる。 

      第１６条   定期総会は、次の事項を審議し決定する。 

                     (1)事業計画および予算、決算に関する事項 

                     (2)会長の承認 

                     (3)規約の変更改廃に関する事項 

      第１７条 議事は、出席者の過半数を以て議決する。可否同数のときは、議長がこれを 

        決する。 

          （役員会） 

    第１８条    役員会は町会に関する情報伝達ならびに議事決定の場であり、総会に次ぐ 

             決議機関とする。毎月１回開催を原則とし、必要があれば臨時に開催できる。 

            ２. 役員会は理事の半数以上の出席を要し、会長が招集する  

   第１９条 役員会は会長、副会長、理事（部長・委員長等）、副部長で構成される。  

 

   第２０条 議事の採決は 議決権を有する理事の過半数で決め、可否同数のときは、会長がこ 

       れを決める｡ 
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        （組長会） 

   第２１条   会長は、必要に応じ、組長会議を召集し。町会の行う事業への協力を依頼できる｡ 

      （経費） 

   第２２条      本会の経費は、町会費、補助金、寄付金及びその他の収入を以て充てる。      

  （町会費） 

 第２３条  町会費は、一世帯または、一商店・事業所当たり、月額３００円以上とする。  

      ただし、特別の事情あるときは協議する。 

     ２．会員が、商店・事業所を同区域内で営む場合は原則として商店・事業所の 

       町会費を別に支払う。 

       （会計年度） 

    第２４条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

    （弔慰金） 

 第２５条  町会員の訃報に対して弔慰金 5,000円を支給する。 

     ２. 町会役員を永らく務め、町会への貢献顕著と認められた会員の逝去に際しては 

       役員会の承認を得て町会名にて生花等を献呈することができる。    

     (祝い金) 

 第２６条 町会は下記の場合に入学祝い、成人の祝い、敬老祝いを贈呈する。 

     （1）会員子弟の小学校入学および中学校入学 

     （2）会員子弟が成人を迎えた 

     （3）会員もしくは同居の親族が満７０歳以上（但し世帯で1とする） 

    （雑則） 

 第２７ 条 本規約に明文のない事項については、総会又は役員会において審議決定する。   

第２８ 条  本規約は、平成９年６月１４日から施行する。  

   第２９ 条  本規約の改定は、平成16年５月５日から施行する。 

    2．本規約の改定は、平成18年５月１３日から施行する。 

    3．本規約の改定は、平成24年５月１１日から施行する。 

    4. 本規約の改定は、平成25年5月10日から施行する。 

    5. 本規約の改定は、平成29年5月12日から施行する。 

    6.  本規約の改定は， 平成30年5月11日から施行する。 
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  付則                                                                                                                                    

                             

   本牧一丁目東町会の各部の役割り 

    部 名                          役  割  り  

   会計部   町会費等の徴収 

  町会費の入金確認、管理 

  経費の出金、銀行預金・現金の管理 

  決算報告書の作成、予算案の策定 

  補助金の申請 寄付金等会計に関する事項 

  その他会計に係わる事項 

    総務部   町会組織に係わる事項 

   総会、役員会議等の開催、運営 

   組長の選・退任手続き、管理 

   会員の入退会管理に係わる事項 

  未加入世帯主、商店、事業所の入会促進 

  訃報に係わる事項 

  町会役員、組長、会員名簿の管理更新 

  規約等の管理更新 

    その他総務に係わる事項 

  各部に属さない業務、関連事項 

 

  広報部   各種情報、広報資料等の役員、組長、会員への配布ないしは  回覧 

  各種情報、広報資料等の掲示 

  広報施設の管理 

 その他広報に係わる事項。 

   防災防犯部 

 

  防災、防犯パトロール 

  備付け消火器の整備、点検 

  防災訓練等による防災意識の向上 

  防災関連機材の維持管理 

  その他防災に係わる事項 

  防犯意識の向上、防犯訓練 

  その他防犯に係わる事項 

  町内防犯設備の管理 

   交通部   通学路の安全管理、交通事故防止の推進 

  交通パトロール 

  その他交通安全に係わる事項 

   厚生部   会員の親睦行事、福利厚生の企画、推進、実施 

  敬老、成人、新入学対象者へのお祝いに関する事項 

  厚生関連機材の維持管理 
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   環境部    町内清掃等環境衛生の推進、向上 

   町内環境美化の推進に係わる事項 

 資源ごみの回収活動 

  みんなの畑の活動 

 

  青少年部    夏季ラジオ体操等町内青少年の心身健全化の企画、推進 

  スポーツ推進委員・青少年指導員の活動支援 

   婦人部    婦人教養講座、親睦行事等の企画、推進 

  総会等会議開催、町内祭礼等行事の際の協力支援 

  あづま会    老人会会員の親睦行事、福利厚生の企画、実施 

  老人会会員の教養講座等の企画、推進 

 

 祭礼委員会 

 

 

 

 

HP委員会 

 

 

 

企画室 

夏祭り行事（神輿、盆踊り等）の企画、運営          

夏祭り用具類の維持、管理 

 本牧神社の祭礼等行事への参加 

  祭礼会計管理 

 

町会HPの立ち上げ、維持、管理ならびに必要な情報収集活動  

 町会メーリングリストの登録、管理 

電子メールによる情報伝達の推進 

  

町会行事の企画立案、各部の支援ならびに調整 

連合町内会事業・活動への参加 

新規企画の調査・研究・マーケティング 

 

 

HP委員会 

 

町会HPの立ち上げ、維持、管理ならびに必要な情報収集活動  

 町会メーリングリストの登録、管理 

電子メールによる情報伝達の推進 

 

    2013/5/10改訂 

    2014/5/09改訂  

        2017/5/12改訂  

        2018/5/11改訂 
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(3)令和 5 年度役員名簿 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023.4.1作成

番号 氏名 備考

1 理事 会長 細野　仁 新任

2 理事 副会長 岩田　光正 新任

3 理事 副会長 福島　直子 継続

4 理事 会計部長 深田　純子 継続

5 理事 総務部長 岩田　弘子 継続

6 副部長 山崎　直和 新任

7 理事 広報部長 深沢　とき子 継続

8 副部長 島田　住枝 新任

9 理事 防災防犯部長 林　清貴 継続

10 副部長 石井　久雄 継続

11 理事 交通部長 池田　良三 継続

12 副部長 井上　美枝 新任

13 理事 厚生部長 金井　誠 新任

14 副部長 伊藤　功 新任

15 理事 環境部長 中嶋　雅人 新任

16 副部長 平井　伊久美 新任

17 理事 婦人部長 中村　美佐江 継続

18 副部長 中村　美登利 継続

19 理事 青少年部長 田中　恵 新任

20 副部長 小澤　亜美 新任

21 理事 祭礼委員長 平賀　悠之 継続

22 副委員長 本澤　慎 新任

23 理事 ＨＰ委員長 庄司　喬 継続

24 副委員長 山澤　達義 新任

25 理事 あづま会会長 平山　範子 継続

26 副会長 若目田マリ子 新任

27 会計監査 中村　仁之 継続

28 会計監査 岩田　光正 継続

29 相談役 大宮　隆一 継続

30 相談役 庄司　喬 新任
　理事は議決権を有し理事不在の場合は副部長が代わる。但し議決権は部・委員会で1とする。

　役員会は会長が招集し議長を務める。会長不在の場合は副会長が代わることが出来る。

役職
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役員 交通部 環 境 部
役職名 氏名 役職名 氏名 役職名 氏名

会　長 細野　仁 部　長 池田　良三 部　長 中嶋　雅人

副会長 岩田　光正 副部長 井上　美枝 副部長 平井　伊久美

副会長 福島　直子 部　員 深沢　とき子 会　計 大島　史郎

総務部長 岩田　弘子  〃 岩田　弘子 部　員 伊藤　  功

副部長 山崎　直和  〃 若目田マリ子        〃 川嶋　美千代

会計部長 深田　純子        〃 下田　サチ子

広報部長 深沢　とき子 防災・防犯部        〃 中嶋　宏子

副部長 島田　住枝 役職名 氏名

防災防犯部長 林　　清貴 部　長 林　　清貴 青少年部

副部長 石井　久雄 副部長 石井　久雄 役職名 氏名

交通部長 池田　良三 部　員 細野　仁 部　長 田中　恵

副部長 井上　美枝  〃 細野　紀子 副部長 小澤　亜美

厚生部長 金井　 誠  〃 川嶋　貴美男

副部長 伊藤　功  〃 平山　範子

環境部長 中嶋　雅人  〃 岩田　光正 祭礼委員会
副部長 平井　伊久美  〃 岩田　弘子 役職名 氏名

婦人部長 中村　美佐江  〃 島田　住枝 委員長 平賀  悠之

副部長 中村　美登利  〃 川田　攻 副委員長 本澤　慎

青少年部長 田中　恵 委　員 伊藤　功

副部長 小澤　亜美 厚生部 〃 岩田　弘子

あづま会会長 平山　範子 役職名 氏名 〃 金井　誠

副会長 若目田マリ子 部　長 金井　誠 〃 川嶋　貴美男

祭礼委員長 平賀　悠仁 副部長 伊藤　功 〃 川田　攻

副委員長 本澤　慎 部　員 高橋　慎吾 〃 田中　登弥人

ＨＰ委員長 庄司　喬       〃 深沢とき子 〃 佃 　  要

副委員長 山澤　達義       〃 原田　忠子 〃 細野　仁

会計監査 中村　仁之       〃 井上　美枝 〃 中村　美佐江

会計監査 岩田　光正 〃 林      清貴

相談役 大宮　隆一　 〃 平山　範子

相談役 庄司　喬 〃 藤城 　淳

相談役 岩田　光正

委託委員 婦人部 監査役 庄司　喬

民生委員 高橋　春美 役職名 氏名

民生委員 山口　芳美 部　長 中村　美佐江

保険活動委員 中村　美貴子 副部長 中村　美登利 ホームページ委員会
保険活動委員 安西　禎恵 部　員 岩田　弘子 役職名 氏名

スポーツ推進委員 西堀　達也       〃 細野　紀子 委員長 庄司　喬

青少年指導委員 中村　美佐江       〃 中沢   美知子 副委員長 山澤　達義

環境事業推進委員 中嶋　雅人       〃 深田   純子 委員 新田　園子

防災推進委員 細野　仁       〃 小菅　礼子

消費生活推進委員 島田　住枝       〃 深沢　とき子 あづま会
明るい選挙推進委員 石井　久雄       〃 吉岡　寿美子 役職名 氏名

校外委員 佃　   留美子 会　長 平山　範子

校外委員 酒井　美裕紀 広報部 副会長 若目田マリ子

校外委員 平賀　淳子 役職名 氏名 会　計 伊藤　功

部　長 深沢　とき子 監　査 石井　久雄

総務部 副部長 島田　住枝 部　員 磯村　てるみ

役職名 氏名 部　員 平山　範子 部　員 横山　薫子

部　長 岩田　弘子 〃 高橋　春美 部　員 深沢　とき子

副部長 山崎　直和 〃 若目田マリ子 部　員 井本　冨美江

部　員 深田　純子

部　員 中村   美登利

本年度変更があった部員です

(4）令和5年度各部部員名簿
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（5）令和 5 年度組長名簿 

 
 

 
        

 

 

組 新組長名 備考 状態
1 濱岡   清美 継続

2 小菅　 礼子 継続

3 城石　潤 継続

4 須田　芳子 継続

5 岡田　滋子 継続

6 平地美知子 継続

7 新堀　幸子 継続

8 磯村  てるみ 継続

9 田中 　浩子 継続

10 伊藤　功 継続

11 平井  伊久美 継続

12 平澤 　尚子 交代

13 大宮 　 隆一 交代

14 高橋 　春美 交代

15 山澤   達義 交代

16 菅原 有梨沙 継続

17 石川　 法子 継続

18 加藤 真理子 継続

19 中嶋　雅人 継続

20 陳　   喜美 継続

21 川田　攻 継続

22 酒井　敬子 継続

23 村上　寛幸 継続

24 小濱　恒太朗 交代

25 高橋　政幸 継続

26 井本　富美子 交代

27 金井  純子 継続

28 松本　卓子 交代

29 池田 由紀子 総会まで 継続

30 渡部　孝一 総会まで 交代

31 米澤　洋子 交代

32 岡田　守弘 交代

33 関 　和彦 交代

34 清水　摩佐子 管理者 交代

35 加藤　龍則 継続
36 市川　祐人 交代
37 中村　一也 交代
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（6）町会組割りマップ 
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(7)防災マップ 
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様式1 令和 年 月 日

私は当町会に加入いたしたく申し込みます。

住所（番地　マンション名　号　室） 組名

氏名<世帯主） フリガナ

電話番号

携帯メールアドレス

ＰＣメールアドレス

（加入申込者→組長→総務受付・岩田→会長→会計）
　　（総務受付：ヘアーサロン岩田）

様式2 令和 年 月 日

私はこのたび都合により当町会を脱退したくお届け致します。

脱退日

令和 年 月 日

住所（番地　マンション名　号　室） 組名

氏名<世帯主） フリガナ

（脱退本人→組長→総務受付・岩田→会長→会計）
（総務受付：ヘアーサロン岩田）

様式3 令和 年 月 日

  （男　女）享年 　　歳

令和 年 月 日

通　  　   夜 令和 年 月 日

場　    　 所

告　 別 　  式 令和 年 月 日

場　  所

令和 年 月 日  (第 　組）

（ご遺族→組長→総務受付・岩田→広報部→掲示・回覧）
（総務受付：ヘアーサロン岩田）　　　→会長

本牧一丁目東町会加入申込書

本牧一丁目東町会脱退申込書

届　出　日　

訃　　報　　連　　絡　　票

ご 逝 去 日

ご　 尊　 名

ご　 住 　所

ご  　 住 　所

ご遺族代表氏名
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